
船舶事故調査報告書 

平成３０年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成３０年８月５日 １８時００分ごろ 

発生場所 滋賀県近江八幡
はちまん

市牧町北方沖（琵琶湖東部） 

 岡山二等三角点から真方位３５４°８８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.８′ 東経１３６°０２.６′） 

事故の概要  水上オートバイKAZUOMARU
カ ズ オ マ ル

は、左旋回を始めた際、同乗者が落水し

て負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年８月２１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ KAZUOMARU、０.２トン 

 ２５３－３１１２３大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

同乗者 

 負傷者 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

水象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、座席後部に友人である同乗者１人

を乗せ、いずれも救命胴衣を着用して近江八幡市牧町の湖岸を出発

し、約４０km/h の速力で北進中に左旋回を始めた。 

 同乗者は、右舷船尾方に落水し、顔面を本船に打ち、右眉付近の顔

面骨
こつ

骨折を負った。 

 同乗者は、本事故当時、一方の手で座席後方の持ち手を、もう一方

の手で船長が着用していた救命胴衣の背中付近をそれぞれ持ってい

た。 

 同乗者は、落水前、船尾方を見ていて船長が旋回の操作をしようと

していることに気付かず、本船が旋回を始めた際に体勢を崩したこ

と、また、波で本船が跳ねたことで手が離れ、落水したと本事故後に

思った。 

 船長は、本事故発生日以前に同乗者を本船の座席後部に同乗させて

航行した経験があった。 

 同乗者は、落水した際の左旋回が緩やかなものであったと本事故後

に思った。 

分析  本船は、近江八幡市牧町北方沖の琵琶湖東部において、湖岸を出発

して北進中に左旋回を始めた際、波で跳ね上がり、船尾方を見ていた

同乗者の手が離れたことから、同乗者が体勢を崩して右舷船尾方に落

  



水し、顔面を船体に打って負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、近江八幡市牧町北方沖の琵琶湖東部において、

湖岸を出発して北進中に左旋回を始めた際、波で跳ね上がり、船尾方

を見ていた同乗者の手が離れたため、同乗者が体勢を崩して右舷船尾

方に落水し、顔面を船体に打ったことにより発生したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、旋回などの方向転換を行ったり、発進したりする際に

は、緩やかな動きであっても、同乗者に声を掛けたり、手で合図

を行ったりすることが望ましい。 

 ・水上オートバイは、旋回や発進の際に思わぬ力が身体にかかるこ

とから、同乗者は落水しないよう座席の持ち手やシートバンド等

にしっかりと掴
つか

まっておくことが望ましい。 

 


